
	第４０回全国集会・中央行動―基調報告


	 １．この１年の私たちのとりくみをふりかえって　　　　　　　　　　　  


  障害者自立支援法が４月より一部実施され、１０月に本格実施に移されました。大幅な負担増の不安からサービス利用の断念、あるいは利用抑制など、「定率（応益）負担」制度の導入に伴う予想以上の問題が障害者・家族の生活を直撃しています。また、報酬単価の引き下げ、日割り単価による大幅な収入減の中で、事業経営はもちろん、福祉労働においても将来的な展望が失われつつあります。
  私たち障全協と加盟組織はこの１年、この問題多い障害者自立支援法の抜本的改正を求めて、国・自治体に対し、ねばり強い運動を展開してきました。また、昨年に引き続く関係団体との共同行動も中央・地方でかつてなく前進し、「出直せ！障害者自立支援法」のねがい・声を大きな世論にしてきました。
●障害者・家族の事実・実態に基づくとりくみ
  障害者自立支援法の実施に対しては、きょうされんをはじめ、いくつもの団体が実態調査・影響調査を実施し、深刻な実態とその改善を求めてきています。私たち障全協と加盟組織もＮＰＯ法人大阪障害者センター・障害者生活支援システム研究会が実施した「障害者自立支援法のサービス利用に関する全国影響調査」（１０月６日記者発表）に協力し、「定率（応益）負担」の導入に伴う負担増がサービス利用の抑制・断念という、あってはならない実態を明らかにするとともに、なによりも障害が重くサービス利用を必要とする人・低所得者ほど負担が重くなるという制度の逆進性をあらためて浮き彫りにし、早急な改善なくして障害者の真の自立はないことを提言しました。
  障害者・家族の制度利用の実態をみる限り、今回の障害者自立支援法の実施が障害者の自立を支援するためのものではなく、「定率（応益）負担」の導入はもちろん、実態に合わない障害程度区分認定によってサービス利用を抑制し、財政支出をかぎりなく縮小させるためのものであることが明らかになってきました。また、利用者のサービス利用の抑制・断念が事業経営を圧迫すること、障害程度区分の高い認定や報酬単価の引き上げが利用料の負担増につながることなど、利用者と事業者を分断させる制度上の根本問題の改善が早急に必要であり、そのためにも「定率（応益）負担」の即刻中止が決定的に重要であることが明らかになってきました。
●かつてない共同行動のとりくみ
  障害者自立支援法の実施に伴う深刻な実態の改善を求め、障害者・患者団体の共同行動が中央・地方でかつてなくとりくまれてきています。昨年の「５．１２中央大行動」「７．５フォーラム」に続き、今年は『出直してよ！「障害者自立支援法」１０．３１大フォーラム』が開催され、障害・団体・地域などの違いを乗り越えて全国各地から１５０００人の障害者・家族、関係者が東京・日比谷に集い行動しました。また、同様の集会・行動が多くの地域でもとりくまれ、共同の輪を広げてきています。
  こうした共同行動の前進は、障害者運動史上かつてないことであり、その勢いはとどまることなく日に日に広がってきていることは画期的なことといえます。それだけ、今回の自立支援法が悪法であり、その出直し・見直しを多くの関係者が切実に求めているということです。とりわけ、「１０．３１大フォーラム」では、制度実施後の現状を多くの障害者が切々と訴えられ、問題を共有し、「定率（応益）負担」の中止など、法・制度の抜本的改善を確認し合い、共同署名運動の推進というあらたな運動へと発展させてきています。
　問題の多さゆえに共同行動を前進させる条件が大きく広がっています。また、この共同の力が障害者自立支援法を改善させる可能性を大きく広げています。私たち障全協と加盟組織はこれまで以上にその一翼を担って全力をあげることが求められています。
●運動の成果を大きな確信にして！
  政府・厚生労働省は、この間の障害者団体の影響調査等に基づく深刻な実態をつきつけた改善運動・自立支援法の出直しを求める共同行動など、運動と世論の広がりに危機感を強め動揺しています。厚生労働省は、１０月２３日、「障害者自立支援法の実施状況について」をまとめ発表し、サービス利用の抑制・断念はない、順調に実施されてきていることを強調しました。しかし、調査の実施時期・内容をみても何ら信憑性がなく、「順調な」実施状況にあることを作為的に強調することで同法に対する批判・反発をかわそうとする意図があることは間違いありません。
  おりしも、現在開会中の臨時国会には定率負担の凍結を内容とした民主党の改正案が提出されており、また今回の同省の実施状況の発表直後には同法に賛同した障害者団体が利用者の利用料月額負担の上限額の軽減等を求め、自民党に緊急要請を行い、同党はこれを受け「障害者から負担増に耐えられないとの不満が出ているため、負担の上限引き下げを検討。早期の予算措置をめざす」(１０月２５日付「日経新聞」)ことを明らかにしました。
  こうした自立支援法をめぐる動向、とりわけ負担増問題については、「凍結」「上限引き下げ」「中止」など、その対応はさまざまですが、「定率（応益）負担」の導入が障害者の生活実態に相反するという点で共通しています。それだけに、厚生労働省の「順調な」実施状況という発表がいかに現実の実態・制度に対する関係者の認識とかけ離れたものであるかは明らかです。また、このことは「定率（応益）負担」の見直しを求める私たちの運動の正当性と可能性を示しているといえます。
  いずれにしても、この間の私たち障害者・家族、関係者の運動は、いくつもの制度改善はもちろん、多くの自治体での独自減免措置を実現してきました。事実・実態に基づく運動と共同行動の前進が、制度改善を実現することに大きな確信をもって、引き続き国・自治体に対する運動を強めていきましょう。
●教育・医療・年金等の改善を求める運動も！
  私たちは、障害者自立支援法に対する運動とともに、教育・医療・年金など、障害者・家族の切実な要求に基づく運動にも全力をあげてとりくんできました。憲法改悪と連動した「愛国心」等を強要する教育基本法の改悪が国会で重大な局面をむかえており、教職員組合との共同を強めて運動し、また学校教育法「改正」に伴う障害児教育の見直しにあたっては、予算の大幅な増額をはじめ、条件整備・専門性の確保などを求めて運動に取り組んできています。また、自立支援医療の改善とともに、これに連動した自治体医療費助成制度の改悪を許さない運動にも全国各地でとりくみ、いくつもの自治体で制度継続させる成果をあげてきています。学生無年金裁判も重大な局面をむかえており、最高裁上告というあらたな段階での運動強化に原告団・弁護団とともに全力をあげてきています。
　これらの運動をさらに前進させることも今後の大きな課題になっています。
	 ２．障害者・家族をめぐる情勢について　　　　　　　　　　　　　　　　


  小泉政権に引き継ぐ安倍政権が誕生しました。この政権が、憲法改悪と「構造改革」のいっそうの断行によって、平和とくらしにこれまで以上に重大な攻撃を強めようとしていることが日に日に明らかになってきています。現在開会中の臨時国会では、教育基本法改悪を最重点課題として位置づけ、すでに衆議院での強行採択という国民の声を無視した危険な姿勢をあらわにしてきています。このことは、憲法改悪の地ならしとしての突破口として提案されてきているもので、これに続く防衛省設置法案・国民投票法案などの悪法も次々と強行しようとしているだけに、これらを許さない運動が引き続き求められています。とりわけ、「障害者・患者９条の会」の運動など、全国５０００をこえた「９条の会」との共同・連帯のとりくみをこれまで以上に強化することが求められています。
　また、国民に「痛み」と「自己責任」を求める「構造改革」は、｢官から民へ｣「国から地方へ」をスローガンに社会保障・教育をはじめとした国民生活全般にかかわ法・制度を一体的に見直し、国民の生活不安をますます深刻なものにしてきています。とりわけ社会保障・社会福祉分野では、①国庫負担の削減（予算の縮小・廃止）、②保険主義の徹底（保険料の引き上げ等）、③利用者の負担増（応益負担の導入）、④規制緩和・市場原理の導入（営利企業の参入等）などを共通事項として、年金・医療・介護等の関係法・制度が連続的に見直され、結果的に公的責任の大きな後退という問題をつくり出してきています。
　こうした一連の「改革」が、財政の「構造改革」としての「三位一体改革」に基づく補助金削減・一般財源化や市町村合併、医療・福祉事業等を自治体から切り離す「地方独立行政法人」法の制定、「構造改革特区」「指定管理者制度」を活用した医療・保育・介護などの規制緩和や企業参入による業務の民営化・市場化などといった「自治体再編」と一体的におしすすめられてきていることも大きな問題になってきています。
　こうした中で、障害保健福祉施策の「保険化」「市場化」「民営化」等が一段とおしすすめられようとしており、これらの動向に障害者運動がどのように対応していくのかが、今日大きく問われています。
  当面する障害者自立支援法の運動では、さらに深刻化する「定率（応益）負担」問題の中止を求める運動とともに、事業の安定的な継続、選択できるだけの基盤整備をすすめるために報酬単価のひきあげ、日割り単価の見直しを事業者・福祉労働者とともに求めていく運動も求められています。また、障害程度区分認定の見直し、地域生活支援事業の充実、障害福祉計画の策定なども引き続きの課題になっています。
  こうした運動とともに、介護保険制度への「統合」問題－今回の自立支援法は３年時限立法で「統合」への地ならし的「改革」－が現実の問題として動きつつあります。すでに厚生労働省は、今年３月６日に「有識者会議」を省内に設置し、前回見直しでやり残した「被保険者・受給者範囲の見直し」と障害者福祉の「統合」についての検討を開始し、２００９年度から実施を準備しています。この安易な「統合」を許さないことも念頭に入れた運動が求められており、そのためにも「定率（応益）負担」を中止させ、「統合」への整合性をとらせないことが重要になっています。
	 ３．当面する運動の課題について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


  当面する運動課題は、憲法改悪・社会保障制度の全面改悪・消費税等の大増税にどのように立ち向かい、それを許さないかであることはいうまでもありません。こうした運動をすすめるにあたり、多くの障害者・家族の運動への参加とともに、障害者・障害者団体の立場からそれぞれの問題・深刻な影響を明らかにし、多くの国民との共同した行動に中央・地方で積極的に参加することが重要です。とりわけ、当面する教育基本法改悪を許さない運動が憲法改悪を許さない運動に直結しているだけに、最後まであきらめないで追求することが求められています。
  障害者自立支援法に対する運動では、この間の運動で築いた成果と切り開いてきた状況に確信し、さらに中央・地方で「出直せ！自立支援法」「応益負担反対」の運動を強めることが必要です。なによりも「このままでは選挙にたたかえない！」と政治の重要課題にしてきたことに確信をもち、来るべき一斉地方選挙・参議院選挙での「応益負担に賛成する候補者には投票しない！」などのとりくみしていくことが重要です。また、自治体独自減免措置を実現することも国の制度改善、さらには安易な介護保険との「統合」を許さないためにも重要な課題になっています。また、中央・地方での共同行動をさらに前進させ、当面する共同署名運動を大きく成功させることも必要です。
　そのほか、「障害者医療費助成制度」をはじめとした自治体独自施策を守る運動、学生無年金障害者の裁判支援、特別支援教育に対する運動など、全国的な運動としてとりくむことも求められています。
  最後に、今日とりくむべき課題がたくさんありますが、国連・障害者権利条約の制定（今年１２月採択予定）など国際的な人権保障の大きな流れに確信し、またこの間築いた多くの障害者・患者団体、国民との共同・連帯の可能性を積極的に生かしながら、引き続き国・自治体に対する運動を強めていきましょう。今集会・行動がこれからの運動の新たな出発となるよう、大いに交流し、成果をあげるよう奮闘しましょう。

